大阪府×ＪＢＡ婚活支援 業務委託申込書
本申込書は、以下のとおり、結婚相談所のカウンセラー業務を委託する条件を定めるものとする。

第1条（目的）
本申込書は、委託者である一般社団法人日本結婚相談協会（以下甲とする）が運営する結婚相談所事業において、会員に対するカウンセリング業務その他付随業務を、受託者（以下乙とする）に業務委託（下請け）するにあたり、その業務内容および条件を定めることを目的とする。
第2条（業務内容）
1. 乙は、以下の業務（以下「本業務」という）を行う。
1. 会員への結婚相談・カウンセリング
2. お見合い前後のフォロー、助言
3. 交際状況のヒアリングおよび助言
4. 成婚に向けたサポート業務
5. 甲が別途指示する関連業務（プロフィールカードの正確性維持管理）
2. 本業務の具体的な方法、手順、対応範囲は、甲の業務方針・運営ルールに従うものとする。
第3条（委託形態）
1. 本申込は雇用契約ではなく、業務委託である。
2. 乙は自己の裁量と責任において本業務を遂行するものとし、甲は乙に対し労働者としての指揮命令を行わない。
第4条（報酬）
1. 報酬費は別紙参照
2. 報酬の支払日は、毎月末日締め翌月２０日払いとする。
3. 振込手数料は、乙負担とする。
第5条（費用負担）
本業務遂行に必要な通信費、交通費その他の実費は、乙負担とする。
第6条（再委託の禁止）
乙は、甲の書面による事前承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。（禁止事項には、ＪＢＡシステム以外の会員登録禁止を含む）
第7条（秘密保持）
1. 乙は、本業務に関連して知り得た会員情報、個人情報、営業情報その他一切の非公開情報を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
2. 本条の義務は、本委託終了後も存続する。
第8条（個人情報の取扱い）
1. 乙は、個人情報保護法および甲の定める個人情報保護方針を遵守する。
2. 乙は、本業務の目的以外に個人情報を利用してはならない。
第9条（競業避止）
乙は、本委託期間中および委託終了後３年間、甲の書面による承諾なく、甲の会員に対し直接または間接に結婚相談所業務を提供してはならない。
第10条（委託期間）
1. 本申込書の有効期間は、令和８年６月１日から令和９年５月31日までの1年間とする。
2. 期間満了日の1か月前までに、双方から書面による解約の意思表示がない場合、本委託は同一条件にて自動更新されるものとする。
第11条（委託解除）
1. 甲または乙は、相手方が本申込書に違反し、相当期間を定めて是正を求めてもなお改善されない場合、書面により本委託の全部または一部を解除できる。
2. やむを得ない事由がある場合、双方協議のうえ、本委託を解約することができる。
3. JBA加盟相談所を退会した時
第12条（損害賠償）
乙が本申込書に違反し、甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。
第13条（免責）
本業務の結果としてのお見合い・交際・成婚の成立を、甲および乙は保証するものではない。
第14条（協議事項）
本申込書に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決する。
第15条（管轄裁判所）
本申込書に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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